
和束町国民健康保険運営協議会 議事録 

 

日 時  平成２８年８月２９日（月） 

午後８時００分～     

場 所  商工会館研修室       

 

出席委員 公 益 代 表：中井喜彦会長、松田隆之副会長、前田正子委員 

被保険者代表：永田朝子委員、大西慶子委員 

保険医等代表：柳澤 衛委員、井上茂樹委員、山口政延委員 

和 束 町 堀町長、久保診療所事務長 

事務局（税住民課）：細井課長、久保課長補佐、吉田保険年金係長 

 

１．開 会 

事務局から委員の紹介 

 

２．会長あいさつ 

諮問事項はないが、平成２７年度の国民健康保険特別会計並びに人間ドック

等の負担軽減について、質疑をとおして確認していきたい。 

 

３．町長あいさつ（出張のため遅刻、到着次第あいさつ） 

国民健康保険特別会計の決算と後発医薬品差額通知について、慎重審議よろ

しくお願いします。 

 

４．議 事 

 

会議録署名委

員の指名 

被保険者代表：永田朝子委員 

保険医等代表：井上茂樹委員 を指名 

 

１）平成２７年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算（案）について 

 

税住民課及び

国保診療所 

税住民課から平成２７年度和束町国民健康保険特別会計

（事業勘定）歳入歳出決算（案）並びに特定健診について、

国保診療所から平成２７年度和束町国民健康保険特別会計

（直営診療施設勘定）歳入歳出決算（案）について説明。 

 

委員 黒字の要因は何か。 

 

税住民課 平成２４年度ごろから高額な医療費がかかる患者さんが

いたが、２７年度当初を最後に状態が落ち着いたことが最大

の要因であると思われる。 

 



委員 もっと大きな要因はないか？あるとしたらそれを推進す

ることで医療費の抑制につながる。 

 

委員 特定健診受診率が低いとの分析で、受診率を伸ばしたいと

いうことで人間ドック等の負担軽減策を講じられたが、黒字

の要因が突発的なものであるなら来年度以降の予算的なこ

とを考えると危ういのではないか。 

 

町長 黒字の大きな要因として２６年度の医療費に対する保険

財政共同安定化事業交付金が２７年度に入ってきているこ

とも挙げられる。 

人間ドックの負担は国保財政が厳しい時に５割負担にし

た経過があるが、近隣と比べると高い。いつかの機会に戻す

ことを考えていた。あとは覚悟して推進していかねばならな

い。 

 

委員 近隣では超高額抗がん剤（オプジーボ）やＣ型肝炎治療薬

（ハーボニ）が医療費高騰の要因となっている。 

個別の薬剤の動きを把握する必要がある。 

 

町長 一人当たり医療費、一人当たり保険税等いろんなデータを

分析しておく必要がある。 

 

委員 収入未済額の減少に努められたい。 

納税貯蓄組合をもう一度利用してみては。 

 

町長 高額共同事業負担金交付の制限（８０万円）がなくなった

ことが大きい。 

 

 

２）後発医薬品差額通知について 

 

税住民課 「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」等の資料により

説明 

 

委員 薬局ではジェネリックをまず進めるのではないのか？ 

 

委員 厚生労働省通知で一般薬が処方されていたら、差額通知の

有無にかかわらずまずジェネリックを進めることとされて

いる。 

 



委員 院内薬局ではジェネリックはあまり使わないが、ジェネリ

ックを使わないといけないという流れにあることは理解し

ている。 

ただ、金額だけが独り歩きして誤解を与える結果とならな

いようにしてほしい。 

 

委員 発送にかかる事務処理は委託か。 

 

税住民課 自前で発送する。 

 

委員 発送頻度は。 

 

税住民課 年度内に一度発送し、その反応（医療費への反映も含める）

を見て今後検討する。 

 

委員 公費福祉の対象となっている場合などは、患者の窓口負担

が変わらない場合があり、現場で混乱することがあるので、

お知らせ文書に工夫が必要。 

 

委員 何百円の節約のためにかかる経費のほうが高くつくイメ

ージがある。 

 

診療所 先発から後発への切り替えについて患者さんへの説明に

苦慮しているが、変えていく流れになっているので今後も引

き続き努力していく。 

 

 

３）その他 

 

税住民課 人間ドックの受付結果について説明 

 

委員 追加募集の予定は。 

 

税住民課 山城病院で定員オーバーがありその対応に予算を充てた

ため、例年通り追加募集は行わない。 

 

委員 人間ドックの事後の説明はどこが行う。 

 

委員 山城病院（山城医療センター）では医師が説明してくれる。 

 

税住民課 健診機関との契約では各健診機関での説明を想定してい



る。 

 

委員 国保広域化について説明を。 

 

税住民課 国保広域化については財政運営が都道府県に移るが、財政

運営以外は今までどおり市町村が行う。 

また、保険料については標準保険料率が示されるが、それ

を都道府県内統一とするのか、医療圏内で統一するか、ある

いは市町村ごとまちまちかは検討部会や検討班が設置され

検討されている。 

 

委員 市町村独自の事業がやりにくくなるとの話もあるが。 

 

税住民課 現在検討中である。 

 

 

５．閉 会 松田副会長 

 

議事に当たり貴重なご意見ありがとうございました。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

 

午後９時４０分閉会 

 

 

 

上記内容に相違ないことを証するため、和束町国民健康保険条例施行規則第

９条第２項の規定により署名する。 

 

 

署 名 人   被保険者代表     永 田  朝 子 

 

 

保険医等代表     井 上  茂 樹 
 

 

（議事録原本には自筆の署名をいただいています） 


